
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
十
号

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
、
患
者
申
出
療
養
及
び
選
定
療
養
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
九

十
五
号
）
第
一
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
先
進
医
療
及
び
患
者
申
出
療
養
並
び
に
施
設

基
準
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
三
年
二
月
一
日

か
ら
適
用
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
九
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
先
進
医
療
及
び
患
者
申
出
療
養
並
び
に
施
設
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
三

先
進
医
療
を
適
切
に
実
施
で
き
る
体
制
を
整
え
て
い
る
も
の
と
し
て
厚

第
三

先
進
医
療
を
適
切
に
実
施
で
き
る
体
制
を
整
え
て
い
る
も
の
と
し
て
厚

生
労
働
大
臣
に
個
別
に
認
め
ら
れ
た
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
実
施
す
る

生
労
働
大
臣
に
個
別
に
認
め
ら
れ
た
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
実
施
す
る

先
進
医
療

先
進
医
療

一
～
十
七

（
略
）

一
～
十
七

（
略
）

十
八

削
除

十
八

コ
ラ
ー
ゲ
ン
半
月
板
補
填
材
を
用
い
た
半
月
板
修
復
療
法

半
月
板

損
傷
（
関
節
鏡
検
査
に
よ
り
半
月
板
の
欠
損
を
有
す
る
と
診
断
さ
れ
た
患

者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
九
～
六
十
六

（
略
）

十
九
～
六
十
六

（
略
）

六
十
七

メ
ト
ホ
ル
ミ
ン
経
口
投
与
及
び
テ
モ
ゾ
ロ
ミ
ド
経
口
投
与
の
併
用

（
新
設
）

療
法

膠
芽
腫
（
初
発
の
も
の
で
あ
っ
て
、
テ
モ
ゾ
ロ
ミ
ド
経
口
投
与
及

こ
う

び
放
射
線
治
療
の
併
用
療
法
後
の
も
の
に
限
る
。
）


